
「医療系介護報酬改定のポイント」2009 年４月版 正誤と追補表 
（200９年４月１４日現在） 

頁 訂正箇所 誤 正 

46 上から13行目 
…介護予防訪問看護費の場合は１カ月当

りの実利用者数が… 

…介護予防訪問看護費の場合は１カ月当り

の延訪問回数が… 

60～65 （正式なサービスコード表は、保団連HP http://hodanren.doc-net.or.jp/参照） 

73 表中 
リハビリテーションマネジメント加算に関する部分を削除する。 

（正式なサービスコード表は、保団連HP http://hodanren.doc-net.or.jp/参照） 

77 上から22行目 （端数処理の方法 →P461） （端数処理の方法 →P469） 

79 上から３行目 ②平均利用延人員数750人超900人未満 ②平均利用延人員数750人超900人以内

107 上から11行目 
８ 若年性認知症利用者受入加算におけ

る厚生労働省が定める基準 

８ 若年性認知症利用者受入加算における

厚生労働大臣が定める基準 

110～122 （正式なサービスコード表は、保団連HP http://hodanren.doc-net.or.jp/参照） 

125 上から14行目 
（3）病院等と利用者に関する情報共有等

の加算の新設 

（3）病院等と事業所に関する情報共有等の

加算の新設 

125 上から16行目 
利用者が病院又は診療所に入院してから

７日以内に情報提供した場合… 

事業所が利用者の情報を、病院又は診療所に

入院してから７日以内に提供した場合… 

125 上から21行目 
…退所後居宅サービスを利用する際、病院

等の職員と面談し… 

…退所後居宅サービスを利用する際、事業所

が病院等の職員と面談し… 

126 上から15行目 
…小規模多機能型居宅介護の利用へと移

行する際に、小規模多機能… 

…小規模多機能型居宅介護の利用へと移行

する際に、事業所が小規模多機能… 

139 上から13行目 

…利用者に関する必要な情報については、

別途定める。 

…利用者に関する必要な情報については、別

途定める。（→別紙１追補様式参照。なお、

当該様式は標準様式例であり、当該様式以外

の様式の使用を拘束するものではない）

139 上から23行目 

…利用者に関する必要な情報については、

別途定める。 

…利用者に関する必要な情報については、別

途定める。（→別紙１追補様式参照。なお、

当該様式は標準様式例であり、当該様式以外

の様式の使用を拘束するものではない）

142～148 
（サービスコード表を、下記ホームページ掲載のものに変更する） 

http://hodanren.doc-net.or.jp/ → 2009年介護報酬改定情報 

261 下から１行目 
次に掲げる基準のいずれにも適合するこ

と。

（削除） 

278 

表中｢サービス提

供体制強化加算

(Ⅰ)｣ 

６単位(1日) 12単位(1日) 

317 
表中、右から１

段、上から14段 

１日３回を上限。 

入院が４月を超えた期間については

70/100で算定。 

１日３回を上限。 

入院が４月を超えた期間の１月に11回以降

については70/100で算定。 

325 上から13行目 

ア 夜勤の看護要員：利用者が20：1であ

り、かつ２以上（利用者の数が40人以下

の場合は１以上で可）を行っている… 

ア 夜勤の看護要員：利用者が20：1以上で

あり、かつ２を超える（利用者の数が40人

以下の場合は、20：1以上であり、かつ１を

超える）配置を行っている… 

325 下から20行目 
…認知症情報提供加算（１日350単位）が

新設された。 

…認知症情報提供加算（１入所期間につき１

回350単位）… 

326 下から３行目 

療養病床を有する医療機関（有床診療所・

２病棟以下の病院）が、…夜勤を行う看護

職員又は介護職員数は１人とする特例が

設けられた。 

有床診療所又は２病棟以下の病院が、…介護

療養型老人保健施設の部分について夜勤を

行う看護職員又は介護職員を置かないこと

ができる特例が設けられた。（→P347）



327 上から５行目 
（2）介護保健施設サービス費（Ⅱ）（介護

職員常時配置の介護療養型老人保健施設）

（2）介護保健施設サービス費（Ⅱ）（看護職

員常時配置の介護療養型老人保健施設） 

327 下から７行目 

（2）ユニット型介護保健施設サービス費

（Ⅱ）（介護職員常時配置の介護療養型老

人保健施設） 

（2）ユニット型介護保健施設サービス費

（Ⅱ）（看護職員常時配置の介護療養型老人

保健施設） 

354 
表中、「病院」の

｢夜勤体制｣欄 
看護要員１人を含む… 看護職員１人を含む… 

354 

表中、｢介護療養

型老健｣における

｢夜勤体制｣欄 

…オンコール体制は看護要員２人で可） …オンコール体制は看護要員１人で可） 

354 
表中、左から２

段、上から10段 
理学療法士又は作業療法士 

理学療法士又は作業療法士（介護老人保健施

設は、言語聴覚士を含む）

355 
表中、左から２

段、最下段 

ユニット型個室 

准ユニット型個室 

ユニット型個室 

ユニット型準個室 

356 

表中、特別療養

費を右に変更

（下線部が変更

箇所） 

 

感染症対策指導管理（１日につき） ５単位 ○ ○

褥瘡対策指導管理（１日につき） ５単位 ○ ○

初期入所院診療管理（入院中１回又は２回） 250単位 ○ ×

特定施設管理（１日につき） 250単位 ○ ○

 個室加算 ＋300単位 ○ ○

 ２人部屋室加算 ＋150単位 ○ ○

重症皮膚潰瘍管理指導（１日につき） 18単位 ○ ○

薬剤管理指導（週１回に限り月４回限度） 350単位 ○ ○

 特別薬剤管理指導加算（１回につき） ＋50単位 ○ ○

言語聴覚療法（１回につき） 180単位 ○ ○

 月１１回以上 126単位 ○ ○

 リハビリ体制強化加算 ＋35単位 ○ ○

摂食機能療法（１日につき） 185単位 ○ ○

精神科作業療法（１日につき） 220単位 ○ ○

認知症入院精神療法（１週間につき） 330単位 ○ ○

医学情報提供（退所院時） 250単位 ○ ○

重度療養管理（１日につき） 120単位 ○ ○

特別療養費 

リハビリテーション指導管理（１日につき） 10単位 ○ ×

夜勤職員配置加算（１日につき） 24単位 ○ ○

療養体制維持特別加算（看護職員４：１・入所日から 30 27単位 ○ ○

380 上から11行目 

イ 夜勤の看護要員：利用者が20：1であり、

かつ２以上（利用者の数が 40 人以下の場合

は１以上で可）を行っている… 

イ 夜勤の看護要員：利用者が20：1以上

であり、かつ２を超える（利用者の数が

40 人以下の場合は、20：1 以上であり、

かつ１を超える）配置を行っている… 

408 
＜加算・減算＞

表中 
栄養改善加算 100単位／回加算…  栄養改善加算 150単位／回加算… 

424 

＜加算＞の表

中、項目の３段

目 

若年性認知症利

用者受入加算 
120単位／月加算

 

若年性認知症利

用者受入加算 
120単位／日加算

 

467 (別紙12-2)の上 （別紙12を入れる）

注１） 最新の正誤表については、保団連ホームページ(http://hodanren.doc-net.or.jp/)でも紹介

していきますので、ご確認下さい。 

注２） サービスコード表（40～41 頁、60～65 頁、73 頁、110 頁～122 頁、142～148 頁、及び本誌

に掲載していないもの）の正式なものを、保団連ホームページの「2009 年介護報酬改定情

報」に掲載しておりますので、参照ください。 

http://hodanren.doc-net.or.jp  →「2009 年介護報酬改定情報」をクリック 
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